
会議名 平成２８年度第１回板橋区地域自立支援協議会 

開催日時 平成２８年６月２９日（水） １０：００ ～ １２：００ 

開催場所 グリーンホール５０４会議室 

参加者 

【委員等 １５名】小澤会長、石川副会長、宇山委員、齊藤委員、西端委員、本山委

員代理平田氏、鈴木委員、米山委員、佐々木委員、永島委員、荻原委員、日下委員、

清水委員、中山委員、平野委員 

【オブザーバー ３名】水田予防対策課長、坂井おとしより保健福祉センター所長、

大澤志村福事務所所長 

【事務局 ８名】小池福祉部長、星野障がい者福祉課長、保泉管理係長、櫻井地域生

活推進係長、森山、松田、荒井、砂川 

会議の公開 公開（傍聴）できる 傍聴者数 ２人 

次第 

１ 委員委嘱状伝達式 

（１）委員委嘱・福祉部長挨拶 

（２）委員の紹介 

（３）区関係管理職・事務局の紹介 

２ 平成 28年度第１回板橋区地域自立支援協議会 

（１）開会・会長挨拶 

（２）平成 28年度第 1回障害者差別解消支援地域協議会報告事項 

①相談事例について 

（３）報告事項 

①平成 27年度第 3回板橋区地域自立支援協議会のまとめ 

②板橋区障がい福祉計画平成 27年度実績について 

③計画相談実績（平成 28年 3月末現在）について 

④基幹相談支援センターについて 

⑤平成 27年度板橋区障がい者虐待の状況について 

⑥平成 27年度第 3回協議会における障がい児部会からの要望について 

⑦地域生活支援拠点について 

（４）その他 

①法定調書作成に係るマイナンバー徴収について 

（５）閉会・副会長挨拶 

配布資料 

資料1 障害者差別解消支援地域協議会 相談事例について 

資料2 平成 27 年度第 3 回板橋区地域自立支援協議会 報告 

資料3 板橋区障がい福祉計画 サービス見込量の達成状況 

資料4 計画相談実績（平成 28 年 3 月末現在） 

資料5 障がい者の地域相談支援体制のイメージ図 

資料6 平成 27 年度 板橋区障がい者虐待の受付・処理状況 

資料7 平成 27 年度第 1 回障がい児部会報告 抜粋 

資料8 地域生活支援拠点等の整備（東京都障害者施策推進協議会 専門部会資料より） 

資料9 マイナンバー徴収票（案） 

資料10 改正発達障害者支援法 
 

  



議事内容 
 

－ 1 － 

１ 委員委嘱状伝達式 

（１） 

 

（２） 

 

（３） 

委員委嘱・福祉部長挨拶 

福祉部長より、補欠委員に対し委嘱状を交付した。 

委員の紹介 

事務局より、各委員の紹介を行った。 

区関係管理職・事務局の紹介 

事務局より、区関係管理職及び事務局の紹介を行った。 

２ 平成28年度第1回板橋区地域自立支援協議会 

（１） 開会・会長挨拶 

小澤会長より開会の挨拶が行われた。 

（２） 

① 

平成 28 年度第 1回障害者差別解消支援地域協議会報告事項 

相談事例について 

事務局より、資料 1に沿って、板橋区における障害者差別解消法の相談事例について

報告した。 

（３） 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

 

 

 

 

 

報告事項 

平成 27 年度第 3回板橋区地域自立支援協議会のまとめ 

事務局より、資料 2に沿って、平成 27年度第 3回板橋区地域自立支援協議会につい

て報告した。 

 

板橋区障がい福祉計画平成 27年度実績について 

事務局より、資料 3に沿って、板橋区障がい福祉計画平成 27年度実績について報告

した。 

 

計画相談実績（平成 28年 3月末現在）について 

事務局より、資料 4に沿って、板橋区における計画相談の実績について報告した。 

（主な質疑意見） 

・児童の達成率が低いが、保護者への周知や、計画相談についての理解促進に係る研修

会などは行っているか。 

→サービス等利用計画の作成について、保護者等にも周知を行っている。しかし、区内

相談支援事業所のうち、児童を取り扱える事業所が少なく対応できていない状況であ

る。 

 

基幹相談支援センターについて 

事務局より、資料 5に沿って、板橋区基幹相談支援センターについて報告した。 

（主な質疑意見） 

・基幹相談支援センターの周知について、パンフレット等はあるか。 

→現在作成中。 

 



議事内容 
 

－ 2 － 

 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

 

 

 

 

⑦ 

・利用者や民生委員等が直接基幹相談支援センターへ相談しても良いのか。 

→現在の人員体制では、直接となると対応が難しい。利用者の方が、事業所に対して基

幹相談支援センターを紹介して、事業所が基幹相談支援センターへ相談をする、とい

うかたちであれば対応できる。 

 

平成 27 年度板橋区障がい者虐待の状況について 

事務局より、資料 6に沿って、平成 27年度板橋区障がい者虐待の通報状況について

報告した。 

（主な質疑意見） 

・報告について、障がい児に係る虐待は含まれているか。 

→親からの虐待は、児童虐待となるので内訳に含まれていない。放課後等デイサービス

などの児童の通所・入所施設に係るものについては、表中の障がい者福祉施設従事者

等に含まれている。 

 

平成 27 年度第 3回協議会における障がい児部会からの要望について 

平成 27年度第 3回協議会における障がい児部会からの要望（資料 7）について、事務

局より庁内関係各所へ周知したことを報告した。 

また、米山委員より資料 10に沿って補足説明を行った。 

 

地域生活支援拠点について 

事務局より、資料 8に沿って地域生活支援拠点についての概要を説明した。 

（４） 

① 

その他 

法定調書作成に係るマイナンバー徴収について 

事務局より、各委員に対して、資料 9のとおりマイナンバーを徴収することについて

了解を求め、承認された。 

（５） 閉会・副会長挨拶 

石川副会長より閉会の挨拶が行われた。 
 


